
○羽生市特別支援教育就学奨励費支給要綱 

平成２５年９月２０日 

告示第３５号 

改正 平成２６年９月３０日告示第４３号 

平成２８年１月２７日告示第３号 

平成２８年３月３１日告示第１９号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、教育の機会均等の精神にのっとり、かつ、支援学級就学

者等の就学の特殊事情に鑑み、保護者に対し、その負担能力の程度に応じ、

特別支援教育就学奨励費（以下「就学奨励費」という。）を支給することに

ついて、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

（１） 支援学級就学者等 次のいずれかに該当する児童又は生徒をいう。 

ア 市の設置する小学校又は中学校（以下「市立学校」という。）の特別

支援学級（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第８１条第２項に規

定する特別支援学級をいう。）に就学する児童又は生徒 

イ 市立学校に在籍し、かつ、学校教育法施行令（昭和２８年政令第３４

０号）第２２条の３に規定する障害の程度に該当する児童又は生徒 

（２） 保護者 支援学級就学者等に対して親権を行う者、未成年後見人そ

の他の者で支援学級就学者等を現に監護する者をいう。 

（支給対象者） 

第３条 就学奨励費の支給対象者は、保護者とする。ただし、児童福祉法（昭

和２２年法律第１６４号）に定める児童福祉施設、指定療養機関等に入所し、

又は入院し、当該施設等において就学に係る措置費又は療育の給付を受けて

いる者を除く。 

（申請手続） 



第４条 就学奨励費の支給を受けようとする者は、特別支援教育就学奨励費受

給申請書（様式第１号）に特別支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調

書（様式第２号）を添えて、支援学級就学者等が在籍する学校長（以下「学

校長」という。）を通じて市長に申請しなければならない。 

（支弁区分の決定及び通知） 

第５条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を

審査し、支弁区分の決定を行い、その結果を学校長を通じて、特別支援教育

就学奨励費支弁区分決定通知書（様式第３号）により保護者に通知するもの

とする。 

２ 就学奨励費の支弁区分は、次の各号に掲げるものとし、特別支援学校への

就学奨励に関する法律施行令（昭和２９年政令第１５７号。以下「令」とい

う。）第２条に規定する保護者の属する世帯の収入額及び需要額の算定要領

により決定する。 

（１） 第Ⅰ段階 令第２条第１号に規定する区分 

（２） 第Ⅱ段階 令第２条第２号に規定する区分 

（３） 第Ⅲ段階 令第２条第３号に規定する区分 

（支給対象経費及び支給額） 

第６条 就学奨励費の支給の対象となる経費及び支給額は、前条第２項各号の

区分に応じ、別表のとおりとする。ただし、別表に定めるもののうち職場実

習交通費及び交流学習交通費以外の経費については、次の各号のいずれかに

該当する者を除いて支給する。 

（１） 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第１３条の規定による教

育扶助を受けている保護者 

（２） 羽生市就学援助費支給要綱（平成２６年告示第３５号）の規定によ

る就学援助費の認定を受けている保護者 

（支給の方法） 

第７条 就学奨励費の支給は、学校長を経由して保護者に支給するものとする。 

２ 就学奨励費の支給は、前期（４月～９月）、後期（１０月～３月）の年２



回とする。 

３ 学校長は、経費の支給状況を明らかにする個人別支給台帳（様式第４号）

及び学校給食費支給表（様式第５号）を作成し、市長に提出しなければなら

ない。 

（経費明細書等の堤出） 

第８条 学校長は、修学旅行費及び校外活動費の支出があった場合は、速やか

に経費全般について、領収書の写しを添付した経費明細書を市長に堤出しな

ければならない。 

（就学奨励費の返還） 

第９条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支給した就学奨

励費の全部又は一部を返還させることができる。 

（１） 生活保護法の規定による教育扶助又は羽生市就学援助費支給要綱の

規定による援助費の受給認定を受けたとき。 

（２） 住所、通学方法等収入額・需要額調書の内容に変更を生じたとき。 

（３） その他市長が必要と認めるとき。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行し、平成２５年４月１日から適用する。 

附 則（平成２６年９月３０日告示第４３号） 

この告示は、公布の日から施行し、平成２６年４月１日から適用する。 

附 則（平成２８年１月２７日告示第３号） 

（施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際この告示による改正前の様式により使用されている書

類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。 

附 則（平成２８年３月３１日告示第１９号） 



（施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際この告示による改正前の様式により使用されている書

類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。 

別表（第６条関係） 

支給費目 支弁区分 内容 支給額 

学用品・通学用

品費 

第Ⅰ段階及び

第Ⅱ段階 

支援学級就学者等が通

常必要とする学用品及

び通学用品の購入費 

左記の実費の半額、下記

は限度額 

５，７１０円（小学校） 

１１，１６０円（中学校） 

校外活動費（宿

泊を伴わない

もの） 

第Ⅰ段階及び

第Ⅱ段階 

支援学級就学者等が学

校行事として宿泊を伴

わない校外活動に参加

するために直接必要な

交通費及び見学料 

左記の実費の半額、下記

は限度額 

７７５円（小学校） 

１，１２０円（中学校） 

校外活動費（宿

泊を伴うもの） 

第Ⅰ段階及び

第Ⅱ段階 

支援学級就学者等が学

校行事として宿泊を伴

う校外活動に参加する

ために直接必要な交通

費及び見学料 

左記の実費の半額、下記

は限度額 

１，７８５円（小学校） 

３，００５円（中学校） 

新入学児童生

徒学用品・通学

用品費 

第Ⅰ段階及び

第Ⅱ段階 

新たに入学する支援学

級就学者等が通常必要

とする学用品及び通学

用品の購入費 

左記の実費の半額、下記

は限度額 

１０，２３５円（小学校） 

１１，７７５円（中学校） 

修学旅行費 第Ⅰ段階及び

第Ⅱ段階 

修学旅行に要する経費

のうち、修学旅行に直

左記の実費の半額、下記

は限度額 



接必要な交通費、宿泊

費、見学料並びに修学

旅行に必要な経費とし

て均一に負担すべきこ

ととなる記念写真代、

医療品代、旅行傷害保

険料、添乗員経費、し

おり代、荷物輸送料、

通信費及び旅行取扱料

金 

１０，４４０円（小学校） 

２８，１８５円（中学校） 

学校給食費 第Ⅰ段階及び

第Ⅱ段階 

支援学級就学者等の学

校給食費に要する費用 

左記の実費の半額 

２２，５５０円（小学校） 

２６，９５０円（中学校） 

中学３年生の３月分は

日割の半額 

通学費 第Ⅰ段階、第Ⅱ

段階及び第Ⅲ

段階 

通学に利用する交通機

関の旅客運賃等 

左記の実費、支弁区分が

第Ⅲ段階である場合１

／２支給 

職場実習交通

費 

第Ⅰ段階、第Ⅱ

段階及び第Ⅲ

段階 

支援学級就学者等（中

学校の特別支援学級に

就学する者に限る。）

が職場実習に参加する

場合の交通費 

左記の実費、支弁区分が

第Ⅲ段階である場合１

／２支給 

交流学習交通

費 

第Ⅰ段階、第Ⅱ

段階及び第Ⅲ

段階 

支援学級就学者等が交

流及び共同学習に参加

する場合の交通費 

左記の実費、支弁区分が

第Ⅲ段階である場合１

／２支給 



 



 



 



 



 



様式第１号（第４条関係） 

様式第２号（第４条関係） 

様式第３号（第５条関係） 

様式第４号（第７条関係） 

様式第５号（第７条関係） 

 


